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資料－１ 世帯構成人員の予測結果（社人研） 

 

 国立社会保障・人口問題研究所では、都道府県別の平均世帯人員について推計が行われている。

都道府県別の平均世帯人員の推計値を以下に示す。 

 

表-1 都道府県別世帯構成人員の予測結果 

 

出典：「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2009（平成 21）年 12 月推計） 



 
 

資料編-2

資料－２ 都道府県構想に関する通知 

 

都道府県構想策定及び見直しに関する通知を以下に示す。 

 

 ①「汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について」（平成 7 年 12 月 19 日 衛環

第 278 号、7-10、建設省都下企第 66 号、建設省都下公第 34 号） 

 ②「都道府県構想の見直しの推進について」（平成 14 年 12 月 4 日 14 農振第 1721 号、14 水

港第 2545 号、国都下事第 285 号、環廃対第 760 号） 

 ③「人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた都道府県構想の見直しの推進について」（平成 19

年 9月 14 日 19 農振第 1045 号、19 水港第 1801 号、国都下事第 226 号、環廃対発第 070914001

号） 

④「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について」（平成 26

年 1 月 30 日 25 農振第 1853 号、25 水港第 2573 号、国水下事第 50 号、環廃対発第 1401301

号） 

⑤「汚水処理施設の建設費等の修正について」（平成 26 年１月 30 日 事務連絡） 
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①汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について 
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②都道府県構想の見直しの推進について 
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③人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた都道府県構想の見直しの推進について 
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④持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について 
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⑤汚水処理施設の建設費等の修正について 
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資料－３ 費用関数及び耐用年数の設定方法 

 

＜費用関数設定方法の概要＞ 

 

１．下水道 

 

①処理場（300ｍ3/d 未満） 

建 設 費：平成 17 年以降に供用されたＰＯＤ（プレハブオキシデーションディッチ）法の

処理場のうち、現有処理能力 3,000ｍ3/d 以下で、濃縮または直接脱水までの汚

泥処理を行っている施設の土木、建築、機械、電気の各施設（用地費等は除く）

の費用を抽出し、日最大汚水量と建設費の費用関数を設定。 

維持管理費：平成 20～22 年下水道統計に基づき、現有処理能力 3,000ｍ3/d 以下で、濃縮また

は直接脱水までの汚泥処理を行っており、日平均汚水量が現有施設能力と乖離

していない施設（条件式：現有施設能力×0.75×0.5＜日平均汚水量）の日最大

汚水量と維持管理費の費用関数を設定。 

内訳は、人件費、電力費、運転管理委託費、修繕費（直、委）、薬品費、燃

料費、水質測定経費（直、委）、その他（直、委）である。 

なお、特殊要因（へき地、汚泥処分費を含む、複数の処理場を維持管理して

いる等）のある処理場及び費用は、ヒアリング調査により除いている。 

 

②管 渠 

建 設 費：「下水道用設計積算要領」に準じ、下記の条件における費用を積み上げ、1ｍ当

りの単価を算出し設定。簡素化代価として「平成 24 年度版下水道工事積算標準

単価」（（一財）建設物価調査会）の東京値を利用した。その他の単価は「建

設物価」（平成 24 年 9 月号の東京値）による。 

・自然流下管：φ150 及びφ200mm の開削工法（土被り 1.65ｍ）による平均単価。 

・圧 送 管：φ75、φ100 及びφ150mm の開削工法（土被り 1.2ｍ）による平均単価。 

維持管理費：平成 20～22 年下水道統計に基づき、清掃費、調査費、補修費の汚水管渠延長 1

ｍ当りの平均単価を算出し設定。 

 

③マンホールポンプ 

建 設 費：最近 10 年に供用開始した全国の市町村に対して行った実態調査により、口径が

φ50、65、80mm 及びポンプ台数が 2 台（予備含む）の施設における平均単価を

算出し設定。 

維持管理費：建設費と同様。 
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２．集落排水 

 

①処理場 

建 設 費：全国の市町村に対し、平成 18 年度以降に採択され、平成 24 年度までに供用開

始された処理施設を対象とした実施状況調査を実施し、計画人口と建設費の費

用関数を設定。 

維持管理費：全国の市町村に対し、平成 18 年度以降に採択され、平成 24 年度までに供用開

始された処理施設を対象とした実施状況調査を実施し、計画人口と実利用人口

が大きく乖離していない施設の計画人口と維持管理費の費用関数を設定。 

 

②管路施設 

建 設 費：全国の市町村に対し、平成 16 年度以降に採択され、平成 24 年度までに供用開

始された管路施設を対象とした実施状況調査を実施し、管路延長と特殊工法を

除いた建設費の費用関数を設定。 

維持管理費：全国の市町村に対し、平成 16 年度以降に採択され、平成 24 年度までに供用開

始された管路施設を対象とした実施状況調査を実施し、自然流下方式の地区に

おける管路延長と維持管理費用から１ｍ当たりの平均単価を算出し設定。なお、

中継ポンプの設置数は地区により様々であるため、別途計上することとする。 

 

 

３．浄化槽 

 

建 設 費：浄化槽市町村整備推進事業の基準額と同じ額を費用関数として設定。 

維持管理費：全国の浄化槽維持管理業者に対し、平成 23 年度末時点における維持管理費用に

関するアンケート調査を実施し、調査結果の平均値を費用関数として設定。内

訳は、保守点検費用(薬品代を含む)、清掃費用(汚泥濃縮を行う場合も含む)、

法定検査費用、電気代、機器交換費用（ブロワ等）である。 
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＜耐用年数検討方法の概要＞ 

 

１．下水道 

 

政令指定都市、下水道供用開始後 30 年以上経過している市町村の下水道施設の使用実績を

調査した結果による。 

 

①処理場 

土木建築物 50 年、機械電気設備 25 年、土木建築物：機械電気設備の耐用年数を比率 1：

1として設定。 

②管渠 

管渠の施工年度ごとの総延長とそのうちの更新済管渠延長及び使用している最古管渠の

調査結果より、平均経過年数を設定。 

③マンホールポンプ 

機械電気設備の耐用年数を採用。 

 

 

２．集落排水 

 

財務省令等による。 

 

①処理場 

鉄筋コンクリート構造物 50 年 

②管路施設 

硬質塩化ビニル管 50 年 

 

 

３．浄化槽 

 

①躯体 

昭和 40 年代に設置された岡山県、福岡県、長崎県の約 2､000 基の FRP 製の単独処理浄化

槽及び合併処理浄化槽の使用実績等を調査した結果による。 
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（１）単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽の稼働状況 

 FRP 製 (1,825 基) 

設置年度 稼働数 廃止数 
構造劣化等に 

よる廃止数 

S40～44 95 117 0 

S45～49 683 928 0 

※廃止理由が不明のもの廃止数より除いている 

 

（２）浄化槽法第 11 条検査の結果 

件数 適正 おおむね適正 不適正  

（基） （基） （基） （基） 
槽本体の破損 

・亀裂による 

595 
327 240 28 0 

55.0% 40.3% 4.7% 0 

 

②機器設備類 

浄化槽製造メーカー６社のヒアリング調査により設定。 

設備名 耐用年数 備考 

ブロワ 

ダイヤフラム式 ５～15 年  

ピストン式 ５～15 年  

ロータリー式 ５～15 年  

電磁式 ７～15 年  

マンホール 
樹脂製 ３～10 年  

鋳物製 30 年程度  

接触材  15～30 年  

汚水ポンプ ５～７年  

薬液ポンプ ５～15 年  

バー式スクリーン ７～25 年  

水中ばっ気装置※ 10～20 年 ３～５年でｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙが必要 

散気装置  ５～15 年  

※ヒアリングでは調査不能のため、「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」より引用 
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資料－４ ベンチマーク（指標）について 

 

都道府県構想における目標設定及び進捗管理にあたり、汚水処理施設の整備・運営管理に対す

るベンチマーク（指標）として参考となる計画やガイドライン等を、以下に示すので参考とされ

たい。 

 

① 第３次社会資本整備重点計画（平成 24 年度～平成 28 年度） 

② 下水道ベンチマーキング 国土交通省 

③ 下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン（2007 年版）  日本下水道協会  

④ 下水道管路管理のための業務指標(PI)利用の手引き-2007 年版- 日本下水道管路管理業協会 

⑤ 廃棄物処理施設整備計画（平成 25 年度～平成 29 年度） 

⑥ 環境省所管 浄化槽に関する各種統計情報 

（一般廃棄物処理実態調査、浄化槽行政組織等調査、浄化槽行政に関する調査） 

⑦ 土地改良長期計画（平成 24 年度～平成 28 年度） 農林水産省 

⑧ 農業集落排水に関する統計情報（総務省公営企業年鑑） 

⑨ 「水循環・資源循環のみち 2010」構想作成マニュアル H21.３ 長野県 

⑩ 「水循環・資源循環のみち 2010」構想策定への提言書 H21.２ 「水循環・資源循環のみち

2010」構想策定研究会（長野県） 

 

各資料から抽出した特に参考となる（ベンチマーク（指標）として設定することが考えられる）

ベンチマーク（指標）例を表-1 に示す。また、上記資料のほか、既に公表されている地方公共団

体の事例等も参考に、ベンチマーク（指標）について、地域の実状に合わせた検討をされたい。    

なお、各資料の「主な視点分類」は、事務局による視点分類である。 
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表-1 ベンチマーク（指標）（例） 
主な 

視点分類 
ベンチマーク（指標）例 

主な 
視点分類 

ベンチマーク（指標）例 

未普及解消 
（整備） 

・汚水処理人口普及率（①、②、⑤、⑦、

⑧、⑨） 
資源利用 
省エネ対策

・処理水有効利用率（②、③、④、⑨） 
・処理水の地域利用率（⑨） 

 ・未普及解消率（⑨）  ・下水汚泥エネルギー化率（①） 
 ・快適生活率（⑨）  ・汚泥有効利用率（②、⑨） 
 ・水洗化率（③、⑧）  ・地域内汚泥有効利用率（⑩） 
 ・単独処理浄化槽の転換率（⑨）  ・汚泥リサイクル率（③、⑦） 
 ・合併処理浄化槽設置率（⑥）  ・汚泥エネルギー利用率（⑩） 
 ・生活排水未対策（未接続）箇所への戸別

訪問率（⑩） 
 ・生活排水エネルギー地域利用率（⑨） 

  ・エネルギー原価（③） 
維持管理 

(改築・更新) 
・管きょ調査率（③）  ・エネルギー消費削減率（⑩） 
・水処理プロセス余裕率（③）  ・処理水量あたりエネルギー使用量（②） 

 ・浄化槽の法定検査受検率（⑥、⑨）  ・エネルギー消費原単位（⑨、⑩） 
 ・浄化槽適正管理率（⑥、⑩）  ・下水道に係る温室効果ガス排出削減（①、②）

 ・浄化槽清掃実施率（⑨）  ・処理人口１人（処理水量）あたり温室効果ガ

 ・浄化槽（汚水処理施設）維持管理の積極   ス排出量（③） 
  度（⑩）  ・温室効果ガス排出量（又は削減率）（⑨、⑩）

 ・管きょ 100 ㎞あたり陥没箇所数（②） 災害対応 ・下水道津波 BCP 策定率（①） 
・地震・津波 BCP の作成・活用（②）  ・ストックマネジメント段階的到達率（②）  

 ・台帳の電子化（②）  ・地震対策上重要な下水管きょにおける地震対

 ・浄化槽台帳システム整備率（⑥）  策実施率（①,③,④） 
・重要な下水管きょ、処理施設における地震対

策実施率（ハード＋ソフト）（②） 
・浄化槽市町村設置型実施自治体割合（⑥）

水質等管理 ・目標水質達成率（③） 
・水質保全貢献率（汚濁負荷除去率）（⑨） ・下水処理場までの流下機能が確保されている

 ・環境改善指数（⑨）  広域避難所等の割合（②） 

 ・水環境保全改善率（⑩）  ・浄化槽災害協定締結（⑥） 

 ・高度処理実施率（①、②） その他 ・環境学習実施率（②、⑨） 
・市民への下水道 PR 実施率（④） 

・地域コミュニケーション（イベント企画）実

施率（④） 

 ・高度処理人口普及率（③）  

 ・BOD 達成率（⑥） 
経営 ・地方公営企業法の適用の有無（②、③、  

  ⑧）  ・情報公開実施指数（⑨） 

・下水道事業に関する情報開示（②） 

・地域コミュニケーション（情報公開）実施率

（④） 
・汚水処理サービス発信度（⑩） 

 ・経営計画の策定の有無（②）  

 ・経営健全度（⑨）  

 ・汚水処理原価（②、③、⑧）  

 ・１人あたり維持管理費（⑩）  

 ・下水道処理人口１人あたり汚水処理費

（③） 
 ・人材育成(研修時間や資格保有者数)（②、④）

・資格保有率（③、④） 
 ・単位水量あたり水処理費用（⑩） 

・単位水量あたり（１人あたり）汚泥処理

費（⑩） 

 

 ・経費回収率（②、③、⑧）  

 ・有収率（③、④、⑨、⑩）  

 ・維持管理費縮減率（⑨、⑩） 
 ・経常収支比率（②、③）  

 ・生活排水処理への一般会計繰入額（⑨）

・一般会計繰入率（⑩） 
・一般会計繰入額削減率（⑩） 
・下水道処理区域内人口１人あたりの基準

外繰入金（②） 

 

注．表中の番号は、参照した前述の資料の番号を示す。
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社会資本整備重点計画とは、｢社会資本整備重点計画法（平成 15 年法律第 20 号）｣に基づき、

社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、道路、交通安全施設、鉄道、空

港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、海岸及びこれら

事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業を対象とし、以下の事項

を定めたものである。 

・ 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標  

・ 重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事

業の概要  

・ 社会資本整備事業を効果的かつ効率的に実施するための措置 等 

以下に、第３次社会資本整備重点計画（平成 24 年度～平成 28 年度）に挙げられている汚水処

理（主に下水道）に関わるベンチマーク（指標）を参考に示す。 

なお、詳細については、下記のＵＲＬを参照されたい。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_tk_000003.html（国土交通省ＨＰ） 

 

表-2 第３次社会資本整備重点計画に掲げられるベンチマーク（指標）及び目標【汚水関連抜粋】 

重点目標１：大規模又は広域的な災害リスクを低減させる

項目 指標 目標

1-1 大規模地震の発生に備えた耐震化やソフト対策の推進

[5]
地震対策上重要な下水管きょにおける地震対
策実施率

【約34％（H23年度末）→約70％（H28年度末）】

1-4 災害発生時のリスクの低減のための危機管理対策の強化

[31] 下水道津波BCP策定率 【約6％（H23年度末）→約100％（H28年度末）】

重点目標３：持続可能で活力ある国土・地域づくりを実現する

項目 指標 目標

3-1 持続可能でエネルギー効率の良い暮らしのモデルの形成と国内外へに普及・展開

[48] 下水汚泥エネルギー化率 【約13％（H22年度末）→約29％（H28年度末）】

[49] 下水道に係る温室効果ガス排出削減 【約129万ｔ-CO2（H21年度末）→約246万ｔ-CO2（H28年度末）】

3-2 少子・高齢化社会においても誰もが安全・安心して暮らすことができる社会への転換

[61] 汚水処理人口普及率 【約87％（H22年度末）→約95％（H28年度末）】

3-3 失われつつある自然環境の保全・再生

[65] 良好な水環境創出のための高度処理実施率 【約33％（H23年度末）→約43％（H29年度末）】

重点目標４：社会資本の的確な維持管理・更新を行う

項目 指標 目標

[67] 長寿命化計画の策定率

　　・下水道施設 【約51％（H23年度末）→約40％（H28年度末）】
 

注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の［番号］は、第３次社会資本整備重点計画本文中の指標番号に対応するものである。  

第３次社会資本整備重点計画（平成 24 年度～平成 28 年度） 

①－1
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国土交通省では、未普及解消、老朽化施設の更新、低炭素循環型社会への対応等多様な政策課

題に直面している下水道事業において、客観的な評価と継続的な改善活動を導入し、持続可能な

下水道経営を確立していくことを目的として、平成 24 年８月に「下水道マネジメントのためのベ

ンチマーキング手法に関する検討会」を設置し、検討を行ってきたところである。 

平成25年度においては、検討会で選定した指標について、都道府県、政令指定都市等を対象に、

試行的にデータ収集、整理、公表を行い、平成26年度から下水道分野におけるベンチマーキング

手法の全国展開を図る予定としている（本指標は試行段階のため、検討にあたっては、国土交通

省ＨＰより最新の情報を入手されたい）。また、本指標は、国全体の統一的な指標として、「循

環のみち下水道」の実現に資するために試行的に示されたものであり、地域特性に応じた指標は

必ずしも示されていないことに留意されたい。 

なお、検討会でのとりまとめ結果等の詳細については、下記のＵＲＬを参照されたい。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000255.html 

（国土交通省ＨＰ） 

 

表-3(1) 下水道における指標【平成 25 年度 試行指標】 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

1 内水ハザードマップ策定・活用 内水ハザードマップ策定・活用に係る策定状況、充
実度、活用度
○策定状況＝内水ハザードマップを策定したか否か
○充実度＝取組みを推進すべき項目（７項目）に対
する実施項目数
○活用度＝取組みを推進すべき項目（５項目）に対
する実施項目数

○

2 下水道による都市浸水対策達成率 下水道による都市浸水対策解消率（％）＝浸水被害
を軽減ずみの面積／当面、浸水対策を実施しなけれ
ばならない排水区の面積×100

○

3 過去に床上浸水被害を受けた家屋
のうち浸水被害を解消した家屋数

過去10年間に床上浸水被害を受けた家屋のうち、下
水道整備により被災時と同程度の降雨の場合でも浸
水被害を免れる見込みのある家屋数

○

4 地震・津波BCPの作成・活用 地震・津波BCP策定・活用に係る策定状況、充実度、
活用度
○策定状況＝内水ハザードマップを策定したか否か
○充実度＝取組みを推進すべき項目（９項目）に対
する実施項目数
○活用度＝取組みを推進すべき項目（２項目）に対
する実施項目数

○

5 重要な下水管きょにおける地震対
策実施率（ハード＋ソフト）

（ハードとして耐震性能が確保されている管きょ延長
＋ソフト対策で流下機能のバックアップ手法が確立さ
れている管きょ延長）／「特に重要な管きょ」に該当す
る管きょ延長×100　（％）

○

6 重要な下水処理施設における地震
対策実施率（ハード＋ソフト）

（ハードとして耐震性能が確保されている揚水施設、
消毒施設の能力＋ソフト対策でバックアップ手法が
確立されている揚水施設、消毒施設の能力）／揚水
施設、消毒施設の現有能力×100　（％）

○

7 下水処理場までの流下機能が確保
されている広域避難所等の割合

下水処理場までの下水管きょの流下機能が確保さ
れている広域避難所及び指定避難所数／各自治退
の地域防災計画に定める広域避難所及び指定避難
所数×100　（％）

○

分類

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

定義指標の名称番号

防
災
・
減
災

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

下水道ベンチマーキング（国土交通省） 

②－1 
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表-3(2) 下水道における指標【平成 25 年度 試行指標】 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

8 高度処理実施率 ○高度処理実施率を評価するための指標（T-N、T-Pを
対象）
実績削減負荷量／高度処理による計画削減負荷量
×100　（％）
○既存施設を活用した運転等の工夫事例を評価するた
めの指標（BOD、T-N、T-Pを対象)
計画放流水質（日最大値）－実績放流水質（年間平均
値）　（mg/L）
又は、（計画放流水質（日最大値）－実績放流水質（年
間平均値））／計画放流水質（日最大値）×100　（％）

○

9 合流式下水道改善率 雨天時において公共用水域に放流される汚濁負荷量が
分流式下水道並以下までに改善されている区域の面積
／合流式下水道により整備されている区域の面積
×100　（％）

○

10 汚水処理人口普及率 下水道、農業集落排水施設、浄化槽、コミュニティプラン
ト等の汚水処理施設を利用できる人口／総人口×100
（％）

○

11 管きょ100kmあたり陥没箇所数 下水道管路施設に起因する道路陥没数／管理している
管きょ延長　（箇所/100km） ○ ○

12 ストックマネジメント段階的到達率 ストックマネジメントに関する取組み項目（11項目）に対
する達成項目数 ○ ○

13 台帳の電子化（実施or未実施） 台帳電子化の取りくみ状況
○処理区毎の公共下水道台帳の有無
○公共下水道台帳の整備状況（紙ベース、電子化）
○施設区分毎の整備状況（管きょ、ポンプ施設・処理施
設）

○

14 経常収支比率 （営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）
×100　（％） ○

15 汚水処理原価 汚水処理費／年間有収水量×1000　（円/m3）
○

16 経費回収率 下水道使用料収入／汚水処理費×100　（％）
○

17 下水道処理区域内人口１人あたりの
基準外繰入金

基準外繰入金／現在処理区域内人口　（円/人）
○

18 公営企業会計の適用 地方公営企業法の財務規定の適用の有無
（企業会計適用の取り組み状況） ○

19 経営計画の策定 経営計画の策定の有無
（経営計画等立案の有無、及び公表の有無） ○

20 PPP／PFI取組状況 PPP／PFIの取り組み件数
（PPP/PFI取組状況） ○

21 処理水有効利用率 ○用途別処理水有効利用量
※用途：修景用水、親水用水、融雪用水、散水、農業用
水、事業場、処理場内利用への供給
○処理水有効利用量／処理水量×100　（％）

○

22 下水道に係る温室効果ガス排出削減 温室効果ガス排出量（系外の温室効果ガス削減貢献分
を差し引く）／年間処理水量　（ｔ-CO2/年・千m3） ○

23 処理水量あたりエネルギー使用量 年間エネルギー使用量（再生可能エネルギーの系外利
用を差し引く）／年間処理水量　（ｋL/千m3） ○

24 用途別下水汚泥有効利用率 汚泥有効利用量／発生汚泥量　（％）
※発生汚泥量は消化前の濃縮汚泥量（乾燥ベース）を
基本とする。汚泥量単位：t-DS/年

○

25 下水道事業に関する情報開示 下水道事業について、広報誌、HP等を通じ住民に開示し
ているか否か
（情報開示しているカテゴリー（各１点）×情報開示レベ
ル×情報開示媒体）

○

26 環境学習実施率 出前講座及び施設見学等における年間延べ人数／行
政人口×100　（％） ○

27 水環境改善等に資する下水道事業に
関係する報道回数

水環境改善、資源エネルギー有効利用等に資する下水
道事業に関係する新聞記事等、Webニュース、TV・ラジ
オ報道等の記事の件数

○

28 新技術の開発・導入 新技術の開発・導入の件数
○

29 人材育成（研修時間や資格保有者数
等）

組織内外での研修・ノウハウのデータベース化・映像化
などの取組状況 ○

そ
の
他

定義

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

エ
ネ
ル
ギ
ー

資
源
・

広
報

分類 番号

水
環
境

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ス
ト

ッ
ク

維
持
管
理
・

経
営

指標の名称

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。

②－2 
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効率的で質の高い下水道維持管理サービスを提供するために、維持管理上配慮するべき内容や

行動のあり方を示したもので、事業体内部の目標設定のほか、利用者に対する説明責任の遂行や

事業運営に係る課題の把握と分析、改善への取り組みの方策として、業務の改善とサービスの向

上に結び付けていくための各種指標が提示されている。 

 なお、各種指標については、下記の指標が示されている。 

・背景（ＣＩ）指標（25 項目） 

・業務（ＰＩ）指標（56 項目） 

・参考指標（34 項目） 

 

表-4(1) 下水道維持管理サービス向上のためのガイドラインに示されるベンチマーク（指標） 

＜背景(CI)指標＞ 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

CI10 事業体の名称  - ○○下水道局 ○

CI20 地方公営企業法の適用の有無  - ○

CI30 事業名  -
公共下水道、特定環境保全公共下水道、特定
公共下水道、流域下水道等

○

CI40 事業規模  -
総務省「下水道事業経営指標・下水道使用料
の概要」 分類区分

○

CI50 職員数 人 （総務省決算状況調査） ○

CI60 資金収支（決算収入額）  千円
料金、企業債、国庫補助金、一般会計繰入
金、その他収入（総務省決算状況調査、下水
道に関する実態調査）

○

CI70 資金収支（決算支出額）  千円
維持管理費、元金償還金、企業債利子、建設
費、改良費（総務省決算状況調査）

○

CI80 維持管理費  千円
管きょ費、ポンプ場費、処理場費、その他（総
務省決算状況調査）

○ ○

CI90 維持管理費民間委託比率  ％ 委託費/維持管理費×100 ○ ○

CI100 行政区域人口 人
年度末現在の住民基本台帳に登録された人
口及び外国人登録法により登録された人口

○

CI110 処理区域人口  人 （総務省決算状況調査） ○

CI120 排水人口密度  人 /ha
排水区域人口/排水区域面積
（総務省決算状況調査）

○ ○

CI130 人口に対する普及率  ％
排水区域人口/行政区域人口×100
（総務省決算状況調査）

○

CI140 水洗化率  ％
水洗便所設置済人口/処理区域人口×100
（総務省決算状況調査）

○ ○

CI150 汚水管きょ延長  ｍ （総務省決算状況調査） ○

CI160 雨水管きょ延長  ｍ （総務省決算状況調査） ○

CI170 合流管きょ延長  ｍ （総務省決算状況調査） ○

CI180 現在晴天時処理能力 m3/日 （総務省決算状況調査） ○

CI190 現在晴天時最大処理水量 m3/日 （総務省決算状況調査） ○

CI200 現在晴天時平均処理水量 m3/日 （総務省決算状況調査） ○

CI210 処理場数  箇所 （総務省決算状況調査） ○

CI220 年間降雨量 mm ○,○○○mm ○

CI230 平均気温  ℃
日本下水道協会「下水道統計」、水質試験成
績

○

CI240
2000年の人口を100として2030年の将
来人口指数

 ％
国立社会保障・人口問題研究所 日本の市区
町村別将来推計人口

○

CI250 放流先水域の類型  - （該当類型） ○

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

算出方法単位指標の名称（CI）番号分類

事
業
体
の
特
徴

シ
ス
テ
ム
の
特
徴

特
徴

地
域
の

 

注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 

下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン（2007 年版）（日本下水道協会） 

③－1 



 

 
 

資料編-24

 

表-4(2) 下水道維持管理サービス向上のためのガイドラインに示されるベンチマーク（指標） 

＜業務(PI)指標 1/2＞ 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

Op10 施設の経年化率（管きょ） ％
耐用年数超過管きょ延長/下水道維持管理
延長×100

○ ○

Op20 管きょ調査率 ％ 管きょ調査延長/下水道維持管理延長×100 ○

Op30 管きょ改善率 ％
改善（更新・改良・修繕）管きょ延長/下水道
維持管理延長×100

○ ○

Op40 取付け管調査率 ％
取付け管調査箇所数/取付け管総箇所数
×100

○

Op50
取付け管改善数
（10万箇所当たり）

箇所
取付け管改善箇所数/取付け管総箇所数

×105 ○

Op60
管きょ1km当たり
陥没箇所数

箇所/km 道路陥没箇所数/下水道維持管理延長 ○

Op70
管きょ1km当たり
維持管理経費

円/m 維持管理管きょ費/下水道維持管理延長 ○ ○

Ot10 主要設備の経年化率 ％
主要設備の経過年数の総計/主要設備の標
準的耐用年数の総計×100

○ ○

Ot20 水処理プロセス余裕率 ％
（1-現在晴天時日最大処理水量/現在晴天
時処理能力）×100

○ ○ ○

Ot30 非常時電源確保率 ％
非常時電源が確保できている処理場数/所
管の全処理場数×100

○

Ot40 施設の耐震化率（建築） ％
耐震化した建築施設数/耐震化が必要な建
築施設数×100

○

Ot50 目標水質達成率（BOD） ％
目標水質達成回数（BOD）/水質調査回数
（BOD）×100

○

Ot60 目標水質達成率（COD） ％
目標水質達成回数（COD）/水質調査回数
（COD）×100

○

Ot70 目標水質達成率（SS） ％
目標水質達成回数（SS）/水質調査回数
（SS）×100

○

Ot80 目標水質達成率（T-N） ％
目標水質達成回数（T-N）/水質調査回数
（T-N）×100

○

Ot90 目標水質達成率（T-P） ％
目標水質達成回数（T-P）/水質調査回数
（T-P）×100

○

Ot100 臭気基準遵守率 ％
基準遵守回数（臭気）/調査回数（臭気）
×100

○

Ot110 水処理電力原単位 kWh/㎥ 使用電力量（水処理）/年間総汚水処理水量 ○ ○ ○

Ot120 水処理使用消毒剤原単位 g/㎥ 使用消毒剤量/年間総汚水処理水量×10
6 ○ ○ ○

U10 雨水排水整備率 ％ 整備済面積/雨水計画面積×100 ○

U20 法定水質基準遵守率（BOD） ％
法定水質基準遵守回数（BOD）/法定試験水
質調査回数（BOD）×100

○

U30 法定水質基準遵守率（COD） ％
法定水質基準遵守回数（COD）/法定試験水
質調査回数（COD）×100

○

U40 法定水質基準遵守率（SS） ％
法定水質基準遵守回数（SS）/法定試験水質
調査回数（SS）×100

○

U50 法定水質基準遵守率（T-N） ％
法定水質基準遵守回数（T-N）/法定試験水
質調査回数（T-N）×100

○

U60 法定水質基準遵守率（T-P） ％
法定水質基準遵守回数（T-P）/法定試験水
質調査回数（T-P）×100

○

U70
法定水質基準遵守率
（大腸菌群数）

％
法定水質基準遵守回数（大腸菌群数）/法定
試験水質調査回数（大腸菌群数）×100

○

U80
管きょ等閉塞事故発生件数
（10万人当たり）

件 事故発生件数/下水道処理人口×10
5 ○

U90
第三者人身事故発生件数
（10万人当たり）

件
第三者人身事故発生件数/下水道処理人口

×105 ○

U100
下水道サービスに対する苦情件数（10
万人当たり）

件 苦情総件数/下水道処理人口×10
5 ○

U110 苦情処理率 ％
1週間以内に処理した苦情件数/苦情総件数
×100

○

U120
下水道使用料
（一般家庭用）

円 各自治体の算出方法による ○

U130
下水道処理人口1人当たり汚水処理費
（維持管理費）

円/人 汚水処理費（維持管理費）/下水道処理人口 ○ ○

U140
下水道処理人口1人当たり汚水処理費
（資本費）

円/人 資本費（汚水分）/下水道処理人口 ○ ○

U150 下水道処理人口1人当たり汚水処理費 円/人 汚水処理費/下水道処理人口 ○ ○

U160
職員1人当たり
下水道使用料収入

円/人 下水道使用料収入/職員数 ○

U170
職員1人当たり
年間有収水量

千㎥/人 年間有収水量/損益勘定職員数 ○

単位 算出方法

運
転
管
理

（
管
き

ょ

）

運
転
管
理

（
施
設

）

ユ
ー

ザ
・
サ
ー

ビ
ス

分類 番号 指標の名称（PI）

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 
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表-4(3) 下水道維持管理サービス向上のためのガイドラインに示されるベンチマーク（指標） 

＜業務(PI)指標 2/2＞ 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

M10
1人・1日当たり
平均有収水量

㎥/人
（年間有収水量/年間実日数）/下水道処理
人口

○

M20 有収率 ％ 年間有収水量/年間総汚水処理水量×100 ○

M30 経常収支比率 ％
（営業収益＋営業外収益）/（営業費用＋営
業外費用）×100

○

M40
繰入金比率
（収益的収入分）

％

損益勘定繰入金（雨水処理負担金実繰入額
＋他会計補助金実繰入額＋他会計繰入金
実繰入額＋損益勘定他会計借入金）/収益
的収入×100

○

M50
繰入金比率
（資本的収入分）

％
（他会計出資金実繰入額＋他会計補助金実
繰入額＋他会計借入金）/資本的収入×100

○

M60 使用料単価 円/㎥ 下水道使用料収入/年間有収水量×1000 ○

M70 汚水処理原価 円/㎥ 汚水処理費/年間有収水量×1000 ○

M80
汚水処理原価
（維持管理費）

円/㎥
汚水処理費（維持管理費）/年間有収水量
×1000

○

M90 汚水処理原価（資本費） 円/㎥ 汚水処理費（資本費）/年間有収水量×1000 ○

M100 経費回収率 ％ 下水道使用料収入/汚水処理費×100 ○

M110 経費回収率（維持管理費） ％
下水道使用料収入/汚水処理費（維持管理
費）×100

○

M120 経費回収率（資本費） ％
下水道使用料収入/汚水処理費（資本費）
×100

○

M130
要員の公務・労務災害
発生件数
（処理水量100万㎥当たり）

件/100万㎥
年間4日以上公務・労務災害年間発生件数/

年間総汚水処理水量×106 ○

E10
晴天時汚濁負荷除去率
（BOD）

％
{1-（放流水質（BOD）/流入水質
BOD）}×100

○

E20 再生水の使用率 ％ 再生水利用量/高級処理水量×100 ○

E30 下水汚泥リサイクル率 ％ 汚泥利用量/発生汚泥量×100 ○

E40
処理人口1人当たり
温室効果ガス排出量

kg-CO2/人
下水道事業に伴う温室効果ガスCO2換算排
出量/下水道処理人口×100

○

E50
下水排除基準に対する
適合率

％ 適合件数/採水件数×100 ○

E60
環境基準達成のための
高度処理人口普及率

％
高度処理実施区域内人口/高度処理が必要
な区域の人口×100

○

E70 合流式下水道改善率 ％
合流式下水道改善面積/合流区域面積
（社会資本整備重点計画に関する指標）

○

算出方法

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

分類 番号 指標の名称（CI） 単位

環
　
　
境

経
　
　
営

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 
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表-4(4) 下水道維持管理サービス向上のためのガイドラインに示されるベンチマーク（指標） 

＜参考指標＞ 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

Op 経年施設改善率
施設別（更新費用＋維持補修費）／施設別固
定資産

○ ○

M 総収支比率
総収支比率＝総収益／総費用（法適用）
収益的収支比率＝（総費用＋地方債償還金）

○

M 有形固定資産減価償却率
有形固定資産減価償却累計／（償還資産－
資本余剰金）

○

M 累積欠損金比率
当年度末処理欠損金／（営業収益－受託工
事収益）

○

M 自己資本構成比率 （自己資本金＋余剰金）／負債・資本合計 ○

M 固定資産対長期資本比率 固定資産／（固定負債＋資本金＋余剰金） ○

M 企業債償還元金対減価償却費比率 企業債償還元金／当年度減価償却費 ○

M 流動比率 流動資産÷流動負債 ○

Op 老朽管の再構築割合
管きょ再構築整備済面積／管きょ再構築整備
予定面積

○

Op 管路耐震化率
耐震化した箇所数（管路）／耐震化必要箇所
数（管路）

○

M 浸水対策コスト 浸水対策費用／浸水対策対象面積 ○ ○

Ot 高度処理対応率 平均高度処理能力／全処理能力 ○

U 処理場見学者率
見学、イベント関連処理場訪問者数／当該処
理区処理対象人口

○

U 臭気対策着手率 臭気対策着手地区数／臭気苦情多発地区数 ○ ○

M 固定資産使用効率 総処理水量／有形固定資産 ○

M 下水道処理施設最大稼働率 １日最大処理水量／処理能力 ○ ○

M 光ファイバーネットワーク利用率
光ファイバーネットワークによる遠方監視実施
施設数／遠方監視実施施設数

○

E
ＰＲＴＲ法に基づく化学物質などの排出
量

排出量／流入量等
（Ｚｎ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｂｉ、Ｍｎの流入量、排出量等）

○

E 大気汚染物質の削減状況 煤塵、硫黄酸化物、窒素酸化物などの除去率 ○

E
温室効果ガスの排出量（処理水千ｍ3当
たり）

温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算量）／
年間処理水量

○ ○

E エネルギー原価
汚水処理関係エネルギー総金額（電気、ガ
ス、重油等）／有収水量

○ ○

O 資格保有率 下水道事業に必要な有資格の総数／要員数 ○

E 処理場修繕費 処理場修繕費／年間有収水量 ○

Op 浸水箇所数（床上）
下水道雨水排除区域内床上浸水箇所数／雨
水排除面積

○

Op 浸水箇所数（床下）
下水道雨水排除区域内床下浸水箇所数／雨
水排除面積

○

Op 浸水箇所数（道路冠水）
下水道雨水排除区域内道路冠水箇所数（面
積）／雨水排除面積

○

Op マンホール蓋浮上防止対策率
浮上・飛散防止対策済みマンホール蓋箇所数
／集中豪雨時等に浮上、飛散の恐れのあるマ
ンホール蓋総数

○ ○

M 包括的民間委託率
包括的民間委託率＝包括的民間委託に関わ
る委託費／維持管理費

○ ○

Op 管路施設（管きょ・マンホール等）不良率
更新・修繕等が必要な不良管路延長／全調
査延長

○ ○

M 実質赤字比率 ○

M 連結実質赤字比率 ○

M 実質公債費比率 ○

M 将来負担比率 ○

M 資金不足比率 ○

財政健全化に係わる判断指標として、新しい
地方公共団体の再生法制の中で導入が検討
されている。

そ
の
他
の
有
効
な
指
標

単位

の
た
め
に
必
要
な
指
標

よ
り
高
度
な
分
析

の
た
め
に
必
要
な
指
標

本
格
的
な
経
営
分
析

算出方法

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

分類 番号 指標の名称

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 
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下水道管路管理における、より良いサービスの提供を目指して、下水道管理者、使用者及び管

路管理業者の利用の観点から有用と思われる 78 の業務指標を幅広く取り上げている。 

以下に、取り上げられているベンチマーク（指標）に示す。 

 

表-5(1) 下水道管路管理のための業務指標(PI)利用の手引き-2007 版-に示されるベンチマーク（指標） 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

①-1-1 道路陥没箇所数 箇所/Km 道路陥没箇所数／維持管理対象管路延長 ○

①-1-2 管路の詰まり等事故発生件数 件/Km 事故発生件数／維持管理対象管路延長 ○

①-1-3
雨水ますの詰まりによる溢水
率

％
雨水ますとその先の取付け管等の詰まりに
よる雨水ます溢水箇所数／維持管理対象
箇所数×100

○

①-1-4
施設の老朽化率
（マンホール形式ポンプ場）

％
マンホール形式ポンプ場主要設備耐用年数
超過台数／マンホール形式ポンプ場主要設
備台数×100

○ ○

①-1-5 管路の老朽化率 ％
耐用年数超過管路延長／維持管理対象管
路延長×100

○ ○

①-1-6 マンホールふたの老朽化率 ％
取替えが必要なマンホールのふたの数／
維持管理対象マンホールふたの数×100

○ ○

①-1-7 管きょの損傷率 ％
Aランクの損傷のあるスパン数／維持管理
対象スパン数×100

○

①-1-8 マンホール躯体の損傷率 ％
Aランクの損傷のある箇所数／維持管理対
象箇所数×100

○

①-1-9 取付け管又はますの損傷率 ％
損傷取付け管又はます箇所数／調査済み
取付け管又はます箇所数×100

○

①-1-10
他企業工事等に伴う事故発生
件数

件 他企業工事等に伴う事故発生件数 ○

①-2-11 マンホール目視調査等実施率 ％
実施マンホール数／維持管理対象マン
ホール数×100

○

①-2-12 応急措置実施数 件/Km 応急措置実施数／維持管理対象管路延長 ○ ○

①-2-13 詳細調査実施率 ％
詳細調査実施管路延長／詳細調査必要管
路延長×100

○

①-2-14
管路施設清掃計画に対する実
施率

％ 清掃実施延長／清掃計画延長×100 ○

①-2-15 管路施設清掃全体実施率 ％
管路施設清掃実施延長／維持管理対象管
路延長×100

○

①-2-16 不明マンホール対策率 ％
処理済みマンホール数／不明マンホール
発見数×100

○

①-2-17 老朽管きょ改善率 ％
改善管きょ延長／耐用年数超過管路延長
×100

○ ○

①-2-18 管きょ補修率 ％
補修管きょ延長／計画補修管きょ延長
×100

○

①-2-19
マンホールふたの老朽化改善
率

％
改善したふたの数／老朽化したふたの数
×100

○ ○

①-2-20 取付け管改善率 ％ 取付け管改善数／損傷取付け管数×100 ○

①-2-21 月別事業計画実施率 ％
当月事業実施量／当該年度当月事業計画
量×100

○

①-2-22 管路の耐震化率 ％
耐震化した管路延長／耐震化必要管路延
長×100

○

①-2-23
地震時液状化によるマンホー
ル浮上防止対策実施率

％
対策実施したマンホール箇所数／対策必
要マンホール箇所数×100

○

①-2-24
汚水ポンプ場吐出マンホール
付近硫化水素濃度測定実施

回/箇所
実施回数／汚水ポンプ場吐出マンホール箇
所数

○

①-2-25 硫化水素濃度測定実施率 ％
硫化水素濃度測定実施箇所数／硫化水素
濃度測定計画箇所数×100

○

①-2-26 硫化水素対策実施率 ％
硫化水素対策実施箇所数／硫化水素対策
計画箇所数×100

○

①-2-27 管路腐食対策率 ％ 腐食対策延長／対策計画延長×100 ○

①-2-28 取付け管調査計画実施率 ％ 実施取付け管数／計画取付け管数×100 ○

①-2-29 取付け管調査全体実施率 ％ 調査した取付け管数／全取付け管数×100 ○

①-2-30 不明水調査率 ％
不明水調査実施家屋数／対象区域内下水
道使用家屋数×100

○

①-2-31 排水設備改修率 ％ 改修済み家屋数／誤接合家屋数×100 ○

①-2-32 不明水削減率 ％ {1-（改修後流量／改修前流量）}×100 ○ ○

①-2-33
流域下水道流入水質調査実
施率

％ 水質調査実施数／水質調査計画数×100 ○ ○

算出方法

①管理状況1
機能障害と劣化

状況

①管理状況2
実施業務量

番号項目

主な視点分類

指標の名称 単位

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 

 

 

 

下水道管路管理のための業務指標(PI)利用の手引き-2007 年版-(日本下水道管路管理業協会) 
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表-5(2) 下水道管路管理のための業務指標(PI)利用の手引き-2007 版-に示されるベンチマーク（指標） 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

①-3-34 有収率 ％
年間有収水量／年間総汚水処理水量
×100

○

①-3-35 管路1ｍ当たり維持管理経費 円/ｍ 管路維持管理費／維持管理対象管路延長 ○ ○

①-3-36
下水道管理者・受託者合同定
期協議会実施率

％
事業体合同定期協議会年間実施回数／事
業体合同定期協議会年間計画回数×100

○

①-3-37
下水道管理者・受託者合同定
期協議会参加率

％
事業体合同定期協議会参加延べ人員数／
事業体総延べ人員数×100

○

①-3-38
第三者への事故発生件数
（100Km当たり）

件/100Km
第三者事故発生件数／維持管理対象管路

延長×102 ○

①-3-39
テレビカメラ調査実施スパンの
うち異常スパンの比率

％
異常のあるスパン数／テレビカメラ調査実
施スパン数×100

○

①-3-40 テレビカメラ調査スパン数比率 ％
テレビカメラ調査スパン数／点検スパン数
×100

○

①-3-41
点検・調査・清掃の計画管路
延長比率

％
点検・調査・清掃の計画管路延長／維持管
理対象管路延長×100

○

①-3-42
点検・調査・清掃業務の重点
化率

％
点検・調査・清掃業務を2回以上計画しかつ
実施した管路延長／維持管理対象管路延
長×100

○

①-3-43 単位土砂量当たりの清掃費用 千円/㎥ 清掃費用×土砂量 ○ ○

①-3-44 堆積土砂深率 ％
（堆積土砂深／マンホールにおける管内
径）の平均値×100

○

①-3-45 耐用年数の増加に要する費用 千円/Km
修繕・改築に要する費用／（増加耐用年数
×延長）

○ ○ ○

②-1-1
管路維持管理サービスへの苦
情件数

件/100Km
苦情総件数／維持管理対象管路延長

×102 ○

②-1-2 苦情処理率 ％
１週間以内に処理した苦情件数／苦情総件
数×100

○

②-1-3
悪臭・騒音・振動に関する苦情
件数

件/Km
悪臭・騒音・振動に関する苦情件数／維持
管理対象管路延長

○

②-1-4
下水道の詰まりに関する苦情
件数

件/Km
下水道の詰まりに関する苦情件数／維持
管理対象管路延長

○

②-1-5
マンホールふたのガタツキに
関する苦情件数

件/Km
マンホールのふたのガタツキに関する苦情
件数／維持管理対象管路延長

○

②-1-6
マンホールふたのガタツキに
関する苦情改善率

％
マンホールのふたのガタツキに関する苦情
改善数／マンホールふたのガタツキに関す
る件数／100

○

②-1-7
マンホールふたのスリップに関
する苦情件数

件/Km
マンホールふたのスリップに関する苦情件
数／維持管理対象管路延長×100

○

②-1-8
マンホールふたのスリップに関
する苦情改善率

％
マンホールふたのスリップに関する苦情改
善数／マンホールふたのスリップに関する
苦情件数×100

○

②-1-9 工事・作業に対する苦情件数 件/Km
工事・作業に対する苦情件数／維持管理対
象管路延長

○

②-2-10 監査請求件数 件/Km
年間監査請求件数／維持管理対象管路延
長

○

②-2-11
地域コミュニケーション（イベン
ト企画）実施率

％
当該年度におけるイベント等の実施回数／
企画を計画した回数×100

○

②-2-12 油流入防止PR実施率 ％
当該年度における油流入防止PRの実施回
数／企画を計画した回数×100

○

②-2-13 市民への下水道PR実施率 ％
当該年度における市民への下水道PRの実
施回数／企画を計画した回数×100

○

②-2-14
地域コミュニケーション（情報公
開）実施率

％
情報を発信した回数／企画した情報発信数
×100

○

③-1 悪質下水流出報告回数 回／箇所
年間悪質下水流出報告回数／接続してい
る規制対象事業場数

○ ○

③-2
マンホール形式ポンプ場１箇所
当たりの年間電力消費量

kwh/箇所
マンホール形式ポンプ場年間電力消費量／
マンホール形式ポンプ場箇所数

○ ○ ○

③-3 再生水使用率 ％ 再生水使用量×全使用水量×100 ○

④-1-1 要員に対する外部研修時間 日/人 外部研修の延べ日数／要員数 ○

④-1-2 要員に対する内部研修時間 日/人 内部研修の延べ日数／要員数 ○

④-1-3
管路維持管理に関する資格保
有率

％ 資格保有者数／要員数×100 ○

④-1-4 要員の業務経験年数 年/人 要員毎の業務経験年数の合計／要員数 ○

④-1-5
管路維持管理に関する資格保
有者数

人/Km 資格保有者数／維持管理対象管路延長 ○

④-2-6 緊急車両台数 台／Km 緊急車両台数／維持管理対象管路延長 ○ ○

④-2-7 機材の点検整備実施率 ％ 実施数／計画数×100 ○

④-2-8 ガス濃度測定器の保有比率 ％ 保有数／必要数×100 ○

④-3-9 国際交流件数 件 年間人的交流件数 ○

④-3-10 災害時対応協定の有無 有・無 災害時対応協定 ○

④-3-11 感謝状等の表彰回数 回 過去１０年間の表彰回数 ○

④-4-12 緊急時対応の迅速性 分／回
緊急時対応までの所要時間の累計／緊急
呼び出し回数

○ ○

④-4-13 報告・連絡・協議の回数 回 報告・連絡・協議の回数 ○

④-4-14
要員の労務災害発生件数
（100km当たり）

件／100km
休業4日以上の労務災害発生件数／維持

管理対象管路延長×10
2 ○

④-4-15 文書の提出遅延日数 日 提出の遅れた日数の累計値 ○

④-4-16 文書の電子化比率 ％
電子化されている文書のページ数／全文書
のページ数×100

○

主な視点分類

番号 指標の名称 単位 算出方法

②使用者サービ
スと情報公開2

情報公開

③環境への配慮

①管理状況3
業務の効率性・

経済性

②使用者サービ
スと情報公開1
使用者サービス

項目

④業務体制1
要員及び研修

④業務体制2
施設と機器

④業務体制3
社会貢献

④業務体制4
業務実施状況

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 

④－2
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廃棄物処理施設整備計画とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。

以下「廃棄物処理法」という。）第５条の３第１項の規定に基づき、５年ごとに策定している廃

棄物処理施設整備事業に関する計画である。 

本計画においては、循環型社会の形成に向け計画期間中に廃棄物処理施設整備事業及び関連す

る施策により実現を図るべき重点目標と、当該目標の達成のために実施すべき廃棄物処理施設整

備事業の概要を明らかにして、廃棄物処理施設の重点的、効果的かつ効率的な整備を進めてきた

ところである。 

以下に、廃棄物処理施設整備計画（平成 25 年度～平成 29 年度）に挙げられている汚水処理（浄

化槽）に関わるベンチマーク（指標）を参考に示す。 

なお、詳細については、下記のＵＲＬを参照されたい。 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/kihonhousin_index.html（環境省ＨＰ） 

 

表-6 廃棄物処理施設整備計画に掲げられるベンチマーク（指標）及び目標【浄化槽関連抜粋】 

項目 指標 目標

[1] 浄化槽処理人口普及率

単独からの転換を含めた面的整備 【9％（H24年度見込み）→12％（H29年度末）】  
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

 
 

廃棄物処理整備計画（平成 25 年～平成 29 年度） 

⑤－1 
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浄化槽行政の基礎資料とするため都道府県及び市町村を対象に毎年実施している調査（一般廃

棄物処理実態調査、浄化槽行政組織等調査、浄化槽行政に関する調査）から得られる各種情報を

もとに想定されるベンチマーク（指標）を整理した。 

 

表-7 環境省所管浄化槽に関する各種統計情報から得られるベンチマーク（指標） 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

1
処理人口あたりの
し尿処理事業経費

し尿処理事業経費÷し尿処理人口 ○ 資料１

2 合併処理浄化槽設置率 合併処理浄化槽設置基数÷総浄化槽設置基数 ○ 資料２

3 法７条検査受検率 実施数÷検査対象基数 ○ 資料２

4 法11条検査受検率 実施数÷検査対象基数 ○ 資料２

5 浄化槽適正管理率 法11条検査結果（適正＋概ね適正）÷実施数 ○ 資料２

6 BOD達成率 BOD検査結果20mg/l以下の浄化槽÷実施数 ○ 資料２

7 市町村設置型実施自治体割合 市町村設置型事業実施市町村÷市町村 ○ 資料３

8 一括契約実施市町村割合 一括契約実施市町村数÷市町村 ○ 資料３

9 浄化槽台帳システム整備率 浄化槽台帳システム整備市町村数÷市町村数
（台帳システム：データベース管理ソフト等を利用している台帳）

○ 資料３

10 浄化槽災害協定締結
浄化槽に関する災害時の協定締結状況
（災害時の復旧や維持管理に関する事項）

○ 資料３

番号 指標例
参考
資料

指標算出方法等

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

 
 
資料１：一般廃棄物処理実態調査結果 

資料２：浄化槽行政組織等調査 

資料３：浄化槽行政に関する調査 

 

注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 

 

 

 
 
 
 

環境省所管 浄化槽に関する各種統計情報 

⑥－1
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土地改良長期計画とは、「土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第４条の２」の規定に基づき、

５年を一期として策定するものであり、現行の土地改良長期計画は、農業の体質強化や震災復興

などの課題に対応するため、平成 24 年度末までの前計画を１年前倒しで見直して、策定したもの。 

以下に土地改良長期計画から得られる農業集落排水事業について想定されるベンチマークを整

理した。 

 

なお、詳細については、下記のＵＲＬを参照されたい。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/totikai/（農林水産省ＨＰ） 

 
表-8 土地改良長期計画から得られるベンチマーク（指標） 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

1 汚水処理人口普及率 現在処理区域内定住人口÷行政区域内人口（％） ○

2 汚泥リサイクル率 リサイクル汚泥量÷発生汚泥量（％） ○

番号 指標例 指標算出方法等

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

 
 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 

 

 

 

土地改良長期計画（平成 24 年度～平成 28 年度） 

⑦－1 
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総務省地方公営企業年鑑から得られる各種情報をもとに農業集落排水事業について想定される

ベンチマークを整理した。 

なお、詳細については、下記のＵＲＬを参照されたい。 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_kessan.html（総務省ＨＰ） 

 

表-9 総務省地方公営企業年鑑から得られるベンチマーク（指標） 

未普及解消
（整備）

維持管理 水質等管理 改築更新 経営
資源利用

省エネ対策
災害対応 その他

1 汚水処理人口普及率 現在処理区域内定住人口÷行政区域内人口（％） ○

2 水洗化率
現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域人口
（％）

○

3 地方公営企業法の適用の有無 － ○

4 汚水処理原価 汚水処理費／年間有収水量×1000（円／m3） ○

5 経費回収率 使用料収入／汚水処理費×100（％） ○

指標算出方法等

主な視点分類（検討にあたり事務局作成）

番号 指標例

 
資料：施設及び業務概況（その１）に関する調（法適用企業、法非適用企業）農業集落排水施設 

 

注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 

 

農業集落排水に関する統計情報 

⑧－1 
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長野県では、平成 20 年度設置された「水循環・資源循環のみち 2010」構想策定研究会におけ

る検討をもとに、平成 21 年３月に「水循環・資源循環のみち 2010」構想作成マニュアルが公表

されている。 

「水循環・資源循環のみち 2010」（長野県）では、構想の進捗状況を把握するために、事業評

価のためのベンチマーク（指標）を設定している。 

ベンチマーク（指標）は、「利用者（住民）から見た指標」と「事業者（市町村）からみた指

標」の２つの観点から選択することとし、さらに、それぞれの観点について以下に示す 3 つの評

価項目を設定している。ベンチマーク（指標）設定の考え方を表-10 に示す。 

 

表-10 ベンチマーク（指標）設定の考え方 

 
 

なお、長野県では、県下一律として定める必須指標と県下市町村が選択する選択指標を設けて

いる。それぞれの指標について以下に示す。 

 

「水循環・資源循環のみち 2010｣構想作成マニュアル  H21.3 （長野県） 

⑨－1
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表-11(1) 「水循環・資源循環のみち 2010」構想作成マニュアルに示されるベンチマーク（指標） 

＜必須指標＞ 

【利用者側から見た指標】 

指標例 指標算出方法等
未普及解消

（整備）
維持管理 水質等管理 改築更新 経営

資源利用
省エネ対策

災害対応 その他

快適生活率 生活排水施設を実際に利用でき、快適な生活を享受でき
るようになった状況を表す指標

【算定方法】（下水道等への接続人口＋浄化槽設置人
口）/行政人口×100

※浄化槽設置人口は、浄化槽整備区域に設置されてい
る浄化槽の人口

環境改善指数 水環境が改善したと感じる項目を抽出し、指数化

【算定方法】身近な小河川を3河川以上選択し、ホタル、
水生生物、周辺の生き物の増加、生物相の変化、環境基
準達成状況（BOD検査等）、透視度等を10項目以上抽出
し、それを10点満点で点数化した指標

情報公開実施指数 生活排水に関係する情報について住民の立場からの情報
公開の実施状況評価

　

【算定方法】生活排水の仕組み、必要性、整備の考え
方、維持管理、使用量、経営状況、経営計画などの情報
公開の項目数を10項目以上抽出し、それを10点満点で点
数化した指標

○

○

○

 
【事業者側から見た指標】 

指標例 指標算出方法等
未普及解消

（整備）
維持管理 水質等管理 改築更新 経営

資源利用
省エネ対策

災害対応 その他

汚水処理人口普及率 集合処理区域の普及率と個別処理区域の普及率を合算し
たもので、国土交通省、農林水産省、環境省における三
省合意されている指標

【算定方法】(処理区域内人口＋個別処理区域人口）／行
政人口×100（％）

汚泥有効利用率 汚泥の全発生量（下水道＋農集排＋浄化槽＋し尿等を含
む）に対して汚泥有効利用量を表した率

【算定方法】汚泥有効利用料／全発生量×100（％）

経営健全度 生活排水処理全体として、経営が健全に行われているか
を示す指標

【算定方法】（料金収入＋交付金算定額＋売電等収益）
／（起債償還額＋維持管理費＋汚泥処分費）×100（％）

○

○

○

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 
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表-11(2) 「水循環・資源循環のみち 2010」構想作成マニュアルに示されるベンチマーク（指標） 

＜選択指標 1/2＞ 

【利用者側から見た指標】 

指標例 指標算出方法等
未普及解消

（整備）
維持管理 水質等管理 改築更新 経営

資源利用
省エネ対策

災害対応 その他

まちなかトイレ設置率 公衆トイレ等自由にトイレを利用できる状況を表した率

【算定例】公衆トイレ等の便器数／行政人口×100(％)
※公衆トイレには、商店等の民間においてサービスし

ている数を含む

生活排水エネルギー地域
利用率

主に処理場から発生する余剰熱やガスなどのエネルギー
が地域へ還元され、住民が利用できる状況を表した率

【算定例】エネルギー享受人口／処理人口×100(％)
    ※処理人口は、行政人口としてもよい。

処理水の地域利用率 処理水の再利用として消雪や融雪、打ち水など地域利用
できる状況を表した率

【算定例】処理水の享受人口／処理人口×100(％)
    ※処理人口は、行政人口としてもよい。

浸水被害率 内水による浸水被害を被った状況を表した率

【算定例】内水被害を被った人口／行政人口×100(％)
※公共下水道で整備をしている市町村は、快適性と

安全性から選択可能。

ディスポーザー設置率 各家庭において、ディスポーザーを設置している率

【 算 定 例 】デ ィス ポー ザー 設置 戸数 ／全 接続 戸数
×100(％)
    ※戸数は下水道等への接続戸数と浄化槽戸数。

浄化槽の法定検査受検率 浄化槽法第11条に基づく検査の受検状況を表した率

【算定例】法定検査受検浄化槽基数／全浄化槽基数
×100(％)
　　※全浄化槽基数には、単独処理浄化槽を含む。

単独処理浄化槽の転換率 単独浄化槽設置者が下水道等への接続や合併処理浄化槽
への転換した率

【算定例】転換した単独処理浄化槽基数／
平 成 20 年 度 （ 基 準 年 度 ） の 単 独 処 理 浄 化槽 基数

×100(％)

浄化槽清掃実施率 浄化槽法10条に基づく年１回の浄化槽清掃実施状況を表
した率

【算定例】清掃実施浄化槽基数／全浄化槽基数×100(％)
    ※全浄化槽基数には、単独処理浄化槽を含む。

生ごみや木質系バイオマ
ス等の活用率

汚泥処理に生ごみや木質系のバイオマス等を利用した量
を表した率

【算定例】バイオマス等利用量／全体のバイオマス発生
量×100(％)

生活排水の配慮に関する
指標

生活排水を再利用したり有効利用したりする取組みや活
動状況を表した率

【算定例】米のとぎ汁の有効利用、風呂の残り湯を洗濯
に有効利用、油の再利用等、生活の中での水の再利用へ
の取組み、地域活動等を10項目以上抽出し、それを10点
満点で点数化した指標。

生活排水処理への一般会
計繰入額

生活排水処理の維持管理部門へ繰入された各自治体の一
般会計の額

【算定例】生活排水処理の維持管理費へ投入した一般会
計の額／行政人口

※生活排水処理の維持管理費には、下水道や農集排
の維持管理費、市町村が行う浄化槽の維持管理費、し尿
処理（し尿処理場）の維持管理費等、処理にかかる全て
の維持管理費（資本費含む）を含む。

環境学習実施率 小中学校において生活排水対策と水環境に関する学習を
行っている状況を表す率（子供たちに対する環境教育実
施の状況を表す指標）

【算定例】環境学習をした小中学校の生徒数／小中学校
全生徒数×100(％)

使用料支払削減率 生活排水に支払った使用料の削減状況を表す率

【算定例】（１－当該年度の使用料支払額／平成20年度
（又は基準年度）の使用料支払額）×100(％)

生活排水にかかる苦情指
標

全ての生活排水に関わる苦情の状況を表す指標（電話な
どの苦情を含む）

【算定例】苦情件数／行政人口
※下水道、農集排、浄化槽、し尿等全ての生活排水

を含む苦情

料金滞納率 生活排水に関わる使用料を滞納している状況を表す率

【算定例】料金滞納世帯数／生活排水利用全世帯数
×100(％)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 

注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。
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表-11(3) 「水循環・資源循環のみち 2010」構想作成マニュアルに示されるベンチマーク（指標） 

＜選択指標 2/2＞ 

【事業者側から見た指標】 

指標例 指標算出方法等
未普及解消

（整備）
維持管理 水質等管理 改築更新 経営

資源利用
省エネ対策

災害対応 その他

未普及解消率 事業の取組みにより未普及地域の解消状況を表す率

【算定例】（１－当該年度の未普及率／平成20年度（又
は基準年度）の未普及率）×100（％）
※未普及率＝未普及地域内の定住人口／行政人口

別荘地域における汚水処
理実施率

各市町村が任意に範囲を設定した別荘地域における汚水
処理の実施状況を表す率

【算定例】別荘地域における接続件数（戸数）／別荘地
内の全件数×100（％）
※接続件数とは、下水道等への接続件数と浄化槽の設置
件数

施設の安全率
（長寿命化対策・施設更
新率、耐震化率）

1）長寿命化対策率
【算定例】長寿命化、施設更新対策済み管路延長／全管
路延長×100（％）
【算定例】(長寿命化、施設更新対策済み管路延長／全管
路延長×0.5＋長寿命化、施設更新対策済み処理場施設／
全処理場施設×0.5）×100（％）
2）耐震化率
【算定例】(耐震化済み管路延長／需要幹線線路延長
×0.5＋耐震化済み処理場施設／全処理場施設数×0.5）
×100（％）

○ ○

不明水率 下水道及び農集排における不明水の流入量を表した率

【算定例】（年間流入水量―年間有収量）／年間流入水
量×100（％）

浸水対策率 　内水による浸水被害対する対策の実施状況を表した率

【算定例】浸水対策実施済み面積／浸水対策の必要面積
×100（％）

生活排水処理の維持管理部門から発生する温室効果ガス

（ＣＯ2）の排出量(t) ○

【算定例】生活排水処理に伴う温室効果ガス排出量／処
理人口（又は処理水量）
※対象としては、下水道、農集排処理施設の運転管理、
官渠の管理、浄化槽の運転管理、下水道・農集排・浄化
槽汚泥の収集・運搬・処理とする。また、下水道及び農
集排は、処理水量あたりの温室効果ガス排出量でも可。

再生水の利用率 処理水の処理場内及び処理場外での再利用量を表す指標

【算定例】再生水利用量／放流水量×100（％）

単位水量あたりの電力、燃料消費量（原油換算）

【算定例】年間電力消費量／年間処理水量
　　　　年間燃料消費量（電力以外）／年間処理水量
※汚泥の燃料化量は、エネルギー消費量から差し引き可

放流水質基準に対する実際の放流水の水質状況を表す指
標

【算定例】（１－放流水BOD／15）×100（％）
※下水道法により標準活性汚泥法等にかかる計画放流水
質は15㎎／1であることから長野県独自指数（目標値）と
して放流水基準を設定

水質保全貢献率（汚濁負
荷除去率）

流入水質に対して、処理施設での除去（処理）された放
流水の水質状況を表す指標

【算定例】（１－放流水BOD／流入水BOD）×100（％）
※処理施設が複数ある場合のBODは、全施設の加重平均と
する

市町村内のすべての件数（戸数）について、生活排水の
現状を個別に把握している率

【算定例】把握件数（戸数）／全件数（戸数）×100
（％）

維持管理費回収率 使用料収入で維持管理費（資本費除く。汚泥処理処分費
含む）が回収できている率

【算定例】年間の使用料収入／維持管理費×100（％）

資本費回収率 総資本費に対して使用料収入で資本費が回収できている
率

【算定例】使用料による資本費の支払い総額／回収すべ
き総資本費×100（％）

維持管理費縮減率 年間維持管理費（資本費含まず）の縮減率

【算定例】（１－年間維持管理費／平成20年度（又は基
準年度）の年間維持管理費）×100（％）

経営への積極度指標 下水道等の経営について積極的な取組みを点数化した指
標

【算定例】企業会計導入、使用量の適正化、維持管理経
費回収率、維持管理経費（司法費含む）、回収率、有収
率、事業場排水対策、事故の体制、定期点検、その他を
10項目以上抽出し10点満点で点数化した指標

1）有収率
【算定例】料金収入の対象となる年間流入量／処理場へ
の年間流入量×100（％）

2）料金滞納削減率（未収金削減率）
【算定例】（１－当該年度の滞納率／平成20年度（又は
基準年度）の年間に対する滞納率）×100（％）

温室効果ガス排出量（又
は削減率）

エネルギー消費原単位(燃
費）

○

○

生活排水状況把握率

放流水基準に対する放流
水質

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。
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前述の「水循環・資源循環のみち 2010」構想作成マニュアル本編には、構想進捗管理について

の必須指標と選択指標が示されているが、マニュアルの参考資料として、平成 21 年２月に示され

た「水循環・資源循環のみち 2010」構想策定研究会の提言書が併せて公表されている。 

提言書の中では、参考指標が提示されており、前述の選択指標から採用できない場合は、この

参考指標の中からベンチマーク（指標）を選定することとされている。 

以下に提言書で示される参考指標を示す。 

 

表-12(1) 「水循環・資源循環のみち 2010」構想策定研究会の提言書に示されるベンチマーク（指標） 

＜参考指標 1/3＞ 

指標例 指標算出方法等
未普及解消

（整備）
維持管理 水質等管理 改築更新 経営

資源利用
省エネ対策

災害対応 その他

個別処理区域内の普及率
【算定例】個別処理区域内における浄化槽設置済み人
口／個別処理区域内人口×100（％）

○

未整備地域における普及
率

【算定例】整備済み人口／地域内人口×100（％） ○

高齢者人口普及率
【算定例】（処理区域内の高齢者接続人口＋個別処理
区域内の浄化槽設置済み高齢者人口）／全高齢者人口
×100（％）

○

一人当たりの温室効果ガ
ス排出量

【算定例】生活排水処理に伴う温室効果ガス排出量／
処理人口 ○

温室効果ガス排出削減率 【算定例】（１－当該年度の温室効果ガス排出量／平
成20年度（又は基準年度）の温室効果ガス排出量）
×100(％)

○

汚泥運搬等によるCO2排
出量の削減率

【算定例】（１－当該年度のＣＯ2排出量／平成20年度
（又は基準年度）のＣＯ2排出量）×100（％） ○

一人当たりのエネルギー
消費量

【算定例】生活排水処理に伴う年間エネルギー消費量
／処理人口 ○

エネルギー消費削減率 【算定例】（１－当該年度のエネルギー消費量／平成
20年度（又は基準年度）のエネルギー消費量）×100
（％）

○

風力発電や光発電等の利
用率

【算定例】自然エネルギーを利用した電力量／施設で
の全電力量×100(％) ○

下水処理場のエネルギー
自立率

【算定例】場内で生産される年間エネルギー量／年間
エネルギー消費量×100(％) ○

一人当たり汚泥有効利用
度

【算定例】汚泥有効利用量／行政人口
○

地域内（県内）汚泥有効
利用率

【算定例】地域内又は県内の汚泥有効利用量／全発生
量×100（％） ○

一人当たり地域内又は県
内の汚泥有効利用度

【算定例】地域内又は県内の汚泥有効利用量／行政人
口 ○

汚泥エネルギー利用率 【算定例】エネルギーのために利用された汚泥量／発
生汚泥量×100(％) ○

汚泥中のリン資源の活用
率

【算定例】リン抽出量／汚泥注のリン賦存量×100
（％）

○

汚泥の燃料としての活用
率

【算定例】汚泥の燃料化量／汚泥発生量×100（％）
○

単位水量当りの汚泥処理
費（又は一人当たり）

【算定例】汚泥処理費用／年間処理水量
○

単位水量当りの汚泥処分
費（又は一人当たり）

【算定例】汚泥処分費用／年間処理水量
○

消化ガスの発電利用率 【算定例】電力利用された消化ガス量／消化ガス全発
生量×100（％） ○

消化ガスの有効利用率 【算定例】消化ガスの有効利用量／消化ガスの全発生
量×100（％） ○

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 

 

 

「水循環・資源循環のみち 2010」構想策定への提言書 H21.2 （「水循環・資源循環のみ

ち 2010」構想策定研究会（長野県）） 
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表-12(2) 「水循環・資源循環のみち 2010」構想策定研究会の提言書に示されるベンチマーク（指標） 

＜参考指標 2/3＞ 

指標例 指標算出方法等
未普及解消

（整備）
維持管理 水質等管理 改築更新 経営

資源利用
省エネ対策

災害対応 その他

処理水量当りの電力使用
量

【算定例】処理場電力使用量／処理水量（＝単位電力
量） ○

処理水量当りの電力使用
量（原単位）の削減率

【算定例】（１－当該年度の単位電力量／平成20年度
（又は基準年度）の単位電力量）×100（％） ○

水環境保全改善率 【算定例】（１－（放流水平均BOD値／流入水平均BOD
値））×普及率×接続率(％)
※窒素、りん等の除去についても同様に算定すること
も可能
※市町村全体、処理区毎で算定することも可能
※浄化槽については、性能基準等を使って算定

○

環境マネジメント取組み
指標

【算定例】環境ISO、エコアクション他、環境対策・管
理に取り組んでいる事柄等を10項目抽出し、それを10
点満点で点数化して評価

○

環境法令遵守状況 【算定例】水質基準遵守状況、監督機関からの指示・
指導事項の有無、改善状況、必要な手続き、報告の実
施状況等を10項目抽出し、それを10点満点で点数化し
て評価

○

転換対象浄化槽実施率
【算定例】（単独浄化槽基数＋下水道等の供用区域内
にある浄化槽基数）／全基数×100（％）

○

浄化槽処理施設維持管理
の積極度
⇒汚水処理施設維持管理
の積極度

【算定例】施設台帳整備、施設台帳電子化、浄化槽台
帳、技術者の配置、管理の効率化、浄化槽の維持管理
への関与等を10項目抽出し、それを10点満点で点数化
した指標

○ ○

浄化槽適正管理率 【算定例】11条検査判定が適正又はおおむね適正の基
数／全基数×100（％） ○

浄化槽管理者に対する適
正維持管理周知率

【算定例」適正維持管理周知件数／全浄化槽件数×100
（％） ○

浄化槽パトロール実施率 【算定例】浄化槽監視（パトロール）基数／全基数
×100（％） ○

維持管理費賄い率 【算定例】年間使用料収入／年間維持管理費×100
（％）
　　※維持管理費と資本費を分けることも可能

○

維持管理関与度（維持管
理への住民の関与指標）

【算定例】維持管理へ住民が関与する項目を10項目抽
出し、それを10点満点で点数化した評価 ○

一人当たりの維持管理経
費

年間の維持管理費／行政人口
○

維持管理経費削減率 （１―当該年度の維持管理経費／平成20年度（又は基
準年度）の維持管理経費）×100（％） ○

単位水量当りの水処理費
用（又は一人当たり）

年間の水処理に要した経費／年間処理水量
○

単位水量当りの人件費
（又は一人当たり）

年間の人件費／年間処理水量
○

単位水量当りの管理委託
費（又は１人当たり）

年間の管理委託費／年間処理水量
○

技術者一人当たり処理量 年間処理水量／技術者数
○

一世帯あたりの平均年収
に対する年間平均使用料
率

汚水処理のために支払った年間料金／一世帯あたりの
平均年収×100（％） ○

一人当たり汚水処理負担
平準化率

平成20年度の公共、農集、浄化槽で一人当たりの負担
金額が最も乖離している数値を基準乖離額（100）とし
て、目標年度における標準化率を算出。なお、一人当
たりの負担額は、汚泥の最終処分までの処理経費とす
る。
（１－当該年度の乖離額／平成20年度（又は基準年
度）における乖離額）×100（％）

○

使用料支払額 年間使用料収入／利用人口
○

料金滞納人口率 料金滞納人口／利用人口×100（％）
○

下水道料金、農業集落排
水料金水準の県内ランク

料金水準ランキング（県内平均に対する差額等）
○

下水道料金、農業集落排
水料金水準の全国の同規
模自治体でのランク

料金水準ランキング（県内平均に対する差額等）

○

一般会計繰入率 一般会計からの繰入金額／維持管理費（資本費含む）
×100(％) ○

一般会計繰入額削減率 (１－当該年度の一般会計繰入額／平成20年度（又は基
準年度）の一般会計繰入額）×100（％） ○

一般会計占有率 一般会計から支出された全生活排水対策費／一般会計
×100(％) ○

 
注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 
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表-12(3) 「水循環・資源循環のみち 2010」構想策定研究会の提言書に示されるベンチマーク（指標） 

＜参考指標 3/3＞ 

指標例 指標算出方法等
未普及解消

（整備）
維持管理 水質等管理 改築更新 経営

資源利用
省エネ対策

災害対応 その他

料金滞納削減率（未収金
削減率）

(１－当該年度の滞納率／平成20年度（又は基準年度）
に対する滞納率）×100（％） ○

経営への積極度指標 企業会計導入、使用料の適正化、維持管理経費回収
率、維持管理経費（資本費含む）回収率、有収率、事
業場排水対策、事故の体制、定期点検、その他を10項
目抽出し10点満点で点数化した指標（又はポイント化
し、トータルポイント指標）

○

道路陥没事故発生度 【算定例】道路陥没事故数（又は箇所数）／処理人口
○

地震（災害）に強い下水
道指標
　⇒地震（災害）に強い
処理施設指標

下水道の防災計画マニュアル、仮設トイレ、仮設資
材、備蓄品、応援ルールの他機関との協定等を10項目
抽出し、それを10点満点で点数化した指標 ○

施設点検度（安心、安全
度）指標

【算定例】管路、処理場の各施設の日常点検、点検記
録、修繕記録等を10項目抽出し、それを10点満点で点
数化した指標

○ ○ ○

安全安心対応指標 【算定例】安全や安心に対する取組項目を10項目抽出
し、10点満点で点数化した指標 ○

事故率
　類似指標：無事故率

【算定例】事故の影響日数／365日×100（％）
○

重故障率
　類似指標：重故障削減
率

【算定例】重故障発生数／全設置数×100（％）
○ ○

みんなで参加度（事業計
画への住民の関与度）

【算定例】事業計画へ住民が関与する項目を10項目抽
出し、それを10点満点で点数化して評価 ○

汚水処理サービス発信度 【算定例】処理場見学の度合い、水環境の広報、取組
み、イベント、ホームページなど生活排水に係るホー
ムページの開設とHPへのアクセス件数（問い合わせ件
数）、生活排水処理施設の開放状況（処理場見学の状
況、処理場用地の有効利用）等を10項目抽出し、それ
を10点満点で点数化した指標

○

処理施設内の施設活用率 敷地内利用面積／敷地面積×100(％) ○

有収率 料金収入の対象となる年間流入量／処理場への年間流
入量×100（％） ○

需用費（修繕費、委託
費）に関する指標

年間の需用費／年間有収水量
○

ユーテリティ費に関する
指標

年間のユーティリティ費／年間有収水量
○

生活排水未対策箇所への
戸別訪問率
類似指標：未接続箇所へ
の戸別訪問率

【算定例】未実施箇所への個別訪問数／全未実施箇所
数×100（％）

○

不便度
類似指標：不便率（日
数）

【算定例】（重故障件数×影響日数）／処理人口 ○

帰省による利用増加率 【算定例】帰省増加人口／定住人口×100（％）
○

 

注１．  については、表-1 に例として掲げたベンチマーク（指標）を示す。 

注２．表中の主な視点分類については、事務局における検討にあたっての参考分類である。 
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